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実地演習実施機関等に対する実地演習に係る実施状況調査要領（案） 

 

実 務 修 習 運 営 委 員 会 

平成 30 年 00 月 00 日策定 

 

 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会（以下、「本会」という。）実務修習業

務規程（以下、「業務規程」という。）第 13 条において実地演習実施機関（以下、「実

施機関」という。）に係る是正措置について、また、同第 19 条において実地演習の

指導者（以下、「指導鑑定士」という。）に係る是正措置について規定している。こ

れを受けて、実務修習運営委員会（以下、「委員会」という。）は、実務修習運営委

員会規程第 9 条の規定に基づく実地演習の実施状況調査を行うため、実地演習に係

る実施状況調査要領を次のとおり定める。 

 

１．調査の種類 

⑴ 実地演習に係る実施状況調査（以下、「調査」という。）は、次の 3 種の方法

により行うものとする。 

① 立入調査 

② 本会の指定した場所における聴取 

③ 文書の提出 

⑵ 委員会は、必要に応じて、前項に掲げるいずれかの方法を用いて又はこれら

を併用して調査を行うことができる。 

 

２．調査体制 

⑴ 調査は、委員会の委員（以下、「委員」という。）のうち、委員長又は副委員

長を含む 2 名以上の委員（以下、「調査委員」という。）により実施するものと

する。 

⑵ 前項の調査委員の選任にあたって、委員から正当な理由に基づき辞退の申出

があった場合は、他の委員から選任する。 

 

３．調査方法 

⑴ 事前通知 

委員会は、立入調査又は本会の指定した場所における聴取の方法により調査

を行う場合は、原則として、対象とする実施機関又は指導鑑定士に対して、そ



 2 / 4 

 

の実施日の 14 日前までにその旨を書面により通知するものとする。ただし、

緊急性等の事情に鑑みて、委員会が必要と認める場合は予告なく調査を行うこ

とができる。 

⑵ 調査の効果的かつ効率的な実施 

調査委員は、調査を効率的かつ効果的に実施するよう努めるとともに、調査

中に疑義が認められた場合は、実施機関の責任ある者又は指導鑑定士に十分に

確認を行うものとする。 

⑶ 立入調査 

① 立入調査は、原則として、調査委員が実施機関を訪問し、実施機関の責任

ある者及び指導鑑定士からの実地演習に係る実施状況についての聴取を行う。 

② 立入調査は、実施機関の通常の業務時間内に実施することを原則とし、業

務時間外に行おうとする場合は、実施機関の承諾を得るものとする。  

⑷ 本会の指定した場所における聴取 

本会の指定した場所における聴取は、原則として、調査委員が実施機関の責

任のある者及び指導鑑定士に対して、日時及び場所を指定し、実地演習に係る

実施状況についての聴取を行う。 

⑸ 文書の提出 

文書の提出は、原則として、調査委員が実施機関又は指導鑑定士に対して、

必要な事項を記載させた文書その他必要と認めた実地演習の実施に係る帳簿

書類の提出を求め、これを確認することにより行う。 

 

４．調査項目 

調査にあたっては、次の各号に掲げる項目のうち委員会が必要と認めた項目に

ついて確認する。 

A．実施機関に係る確認項目 

① 演習実施場所 

・ 実施機関が本会に申請した実施機関の所在地において、演習を実施して

いるか（業務規程第 5 条第 2 項第 3 号）。 

② 実務修習料金 

・ 実施機関が修習生に実地演習の受講料を納入させることとしている場合

において、当該金額が業務規程第 10 条第 1 項備考 2 に定める受講料の上

限を超えていないか。 
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・ 実施機関が大学の場合、実務修習業務規程施行細則（以下、「施行細則」

という。）第 16 条第 8 号の規定に基づき、費用負担の分担が適正に行われ

ているか。 

③ 実施方法 

・ 実施機関が業務規程第 24 条第 2 項に掲げる方法により実地演習を実施

しているか。 

④ 秘密を守る義務 

・ 実施機関が業務規程第 47 条の規定に基づき、実地演習実施業務に従事

している職員等に対して、当該業務に関して知り得た秘密を漏らさないよ

う適切な対応を行っているか。 

⑤ 実施機関における設備 

・ 実施機関の演習実施場所において、本会が定める設備を修習生が使用で

きるよう整えているか（パソコンや大学における建築形態 CAD システム

の機能を有する機器）（施行細則第 16 条第 4 号・第 7 号）。 

⑥ 実地演習報告書等の管理 

・ 修習生が作成した報告書等を他の修習生が容易に閲覧できる管理体制を

とっていないか。 

・ 修習生が作成した報告書等を他の修習生に閲覧させる際には、指導鑑定

士の監督のもと、適切な指導を以て行っているか。 

 

B．指導鑑定士に係る確認項目 

① 指導方法 

・ 指導鑑定士が業務規程第 24 条第 1 項に掲げる方法により指導を行って

いるか。 

・ 指導鑑定士が施行細則第 16 条第 6 号の規定に基づき、適正な指導回

数等を確保しているか。 

・ 現地調査が困難な場合において、指導鑑定士が施行細則第 16 条第 13

号の規定に基づき、資料等の提示を行うなど適切に指導を行っているか。 

・ 実施機関が大学の場合において、同一の題材とする不動産を用いて、一

度に複数の修習生を指導するときに、鑑定評価会議を開催しているか（施

行細則第 16 条第 14 号）。 
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・ 実務修習審査会審査基準（以下、「審査基準」という。）に掲げる事項（特

にⅢ．D．演習実施上の留意点）に基づき、適切な指導を行っているか。 

・ 指導鑑定士が修習生に対して事例資料の収集方法（本会の事例閲覧制度

も含む。）について、修習の機会を設けるよう配慮しているか（審査基準Ⅲ．

D．２．）。 

② 対象不動産の選定 

・ 指導鑑定士が対象不動産の選定にあたって、各細分化類型の内容を代表

する典型的な題材を選定するよう配慮しているか（審査基準Ⅲ．D．１．）。 

・ 指導鑑定士が対象不動産の選定にあたって、一般実地演習実施要領に定

める規定を遵守しているか（同実施要領３．⑴・⑵・⑷）。 

③ 秘密を守る義務 

・ 指導鑑定士が施行細則 16 条第 11 号の規定に基づき、演習の題材等につ

いて守秘義務の遵守及び個人情報の保護に配慮するとともに、この点につ

いて修習生に対して適切な指導を行っているか。 

 

C．その他委員会が必要と認めた事項 

 

５．調査に係る報告 

⑴ 調査委員は、調査終了後、速やかに委員会に対して、調査内容を報告しなけ

ればならない。 

⑵ 調査委員は、調査の実施又は続行が困難な状況になった場合は、経緯及び事

実関係を記録し、委員会にその旨報告するものとする。 

⑶ 委員会は、前項の報告があった場合は、適切な措置を講ずるものとする。 

 

以 上 


